
伊万里市シルバー人材センター

　フリーランス新法（正式名称：特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律）
は、フリーランスとして働く人々の労働環境を保護するために制定された法律です。こ
の法律は、2023年 4月 28日に可決され、2024年 11月 1日に施行される予定です。

　働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に
安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律
です。

お知らせお知らせ

フリーランス新法とは

シルバー会員

同　意

発注者は各規
約に同意のう
え契約に臨む

公　開

▼

会員業務就業規約

会員業務仕様書

会員業務就業規約

SC利用規約

同意済み

会員がセンターを通じて就業する際の
基本的なルール（就業機会の提供を受
ける前提として規約に同意）

◦マッチング業務
◦報酬の代理請求、代理徴収
◦事故発生時の権利義務関係
◦事務処理全体調整業務 など

業務仕様書に基づき
仕事の遂行 など

2つの規約をHPなどで公開

センターは契約ごとに
発注者の契約と会員と
の業務仕様書の提示（同
意）が必要

発注者がセンターを通じて会
員に業務を委託する際の基本
的なルール

シルバー人材センター 発注者

三者間の包括的な契約関係

シルバー人材センター利用契約


